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 外国人
がいこくじん

の日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

に

配慮
はいりょ

した技能
ぎの う

講習
こうしゅう

の実施
じっ し

について」）、登録
とうろく

教 習
きょうしゅう

機関
きか ん

は、技能
ぎの う

講習
こうしゅう

を受講
じゅこう

する外国人
がいこくじん

（以
い

下
か

「外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

」という。）の日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

を事前
じぜ ん

に確認
かくにん

することが望
のぞ

ましいとされています。 

つきましては、外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の方
かた

を受講
じゅこう

させる事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、別添
べってん

１「技能
ぎの う

講習
こうしゅう

等
とう

受講
じゅこう

におけ

る日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

確認書
かくにんしょ

」を、受講
じゅこう

を希望
きぼ う

する外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の方
かた

は、別添
べってん

２「技能
ぎの う

講
こう

習
しゅう

等
とう

受講
じゅこう

における日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

申告書
しんこくしょ

・同意書
どういしょ

」を申込
もうしこ

み時
じ

に提
てい

出
しゅつ

してください。 

また、申込
もうしこ

みをされる際
さい

には、次
つぎ

の「外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の方
かた

が受講
じゅこう

する際
さい

の留意
りゅうい

事項
じこ う

」をご確
かく

認
にん

ください。 

１．当支部
と う し ぶ

で開催
かいさい

する講習
こうしゅう

（技能
ぎの う

講習
こうしゅう

、特別
とくべつ

教
きょう

育
いく

、安全
あんぜん

衛生
えいせい

教育
きょういく

等
とう

）については、日本語
に ほ ん ご

のテキスト
て き す と

を使用
しよ う

し、日本語
に ほ ん ご

による講義
こう ぎ

を行
おこな

い、修 了
しゅうりょう

試験
しけ ん

等
とう

問題
もんだい

につきましても日本語
に ほ ん ご

を使
し

用
よう

しています。

２．講義中
こうぎちゅう

および修 了
しゅうりょう

試験中
しけんちゅう

に通訳
つうやく

や受講
じゅこう

の補佐
ほ さ

をする方
かた

の同席
どうせき

はできません。 

３．講 習 中
こうしゅうちゅう

に講師
こう し

やほかの受講生
じゅこうせい

に漢字
かん じ

の読
よ

み方
かた

や日本語
に ほ ん ご

の意味
い み

を質問
しつもん

することはできません。 

４．日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

について、申告書
しんこくしょ

・同意書
どういしょ

の内容
ないよう

と異
こと

なると事務局
じむきょく

が判断
はんだん

した場合
ばあ い

は、途中
とちゅう

退席
たいせき

を

お願
ねが

いすることがあります。この場合
ばあ い

、受講
じゅこう

費用
ひよ う

の返金
へんきん

はいたしません。 

５．技能
ぎの う

講習
こうしゅう

修 了
しゅうりょう

試験
しけ ん

問題
もんだい

の漢字
かん じ

に「ひらがな」によるルビ
る び

が振
ふ

られた試験
しけ ん

問題
もんだい

を希望
きぼ う

される場合
ばあ い

は提供
ていきょう

（事前
じぜ ん

に申請
しんせい

）いたしますが、口述
こうじゅつ

による試験
しけ ん

は行
おこな

いません。また、「ひらがな」以外
いが い

の

ルビ（アルファベット
あ る ふ ぁ べ っ と

等
とう

）の対応
たいおう

はいたしません。 

６．合格点
ごうかくてん

に達
たっ

しない場合
ばあ い

、修 了 証
しゅうりょうしょう

は発行
はっこう

いたしません。また、補講
ほこ う

等
とう

・再試験
さいしけん

も行
おこな

いません。 

７．スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

等
とう

の翻訳
ほんやく

アプリ
あ ぷ り

の使用
しよ う

は禁止
きん し

します。なお、使用
しよ う

が発覚
はっかく

した場合
ば あ い

は、不合格
ふごうかく

・退場
たいじょう

といたします。 

８．修 了
しゅうりょう

試験
しけ ん

の結果
けっ か

が不合格
ふごうかく

の場合
ばあ い

でも申
もう

し立
た

ては一切
いっさい

受
う

け付
つ

けません。
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別添１ 

〔外国人労働者の方を受講させる事業者用〕 

建設業労働災害防止協会群馬県支部 宛 

技能講習等受講における日本語の理解力確認書 

下記の者は、建設業労働災害防止協会群馬県支部において実施される技能講

習等を受講するための十分な日本語の理解力（読み書きできる能力）を有してお

りますので、「外国人労働者の方が受講する際の留意事項」について同意して技

能講習等の申込みをいたします。 

受講者氏名                    （自署サイン） 

（在留カード等に記載されている氏名を正確にご記入願います。） 

令和  年  月  日 

（事業者証明） 

所   在   地                       

会  社  名                       

代表者職氏名                     印  

修了試験問題の漢字に「ひらがな」によるルビについてどちらかに◯をしてください。 

希望します    必要ありません 



別添
べってん
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〔個人
こじ ん

で受講
じゅこう

を希望
きぼ う

する外国人
がいこくじん

労働者用
ろうどうしゃよう
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けんせつぎょう
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災害
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きょうかい
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 宛
あて

技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

等
とう

受講
じゅこう

等
とう

における日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

申告書
しんこくしょ
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どう い し ょ

私
わたし

は、建設業
けんせつぎょう

労働
ろうどう
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防止
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協会
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群馬県
ぐんまけん
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じっし

される技能
ぎのう

講習
こうしゅう

等
とう

を

受講
じゅこう

するための十分
じゅうぶん

な日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

（読
よ

み書
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のうりょく
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しております

ので、「外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の方
かた
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の留意
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」について同意
どうい

して技能
ぎのう

講習
こうしゅう

等
とう

の申込
もうしこ

みをいたします。 

令和
れいわ

  年
ねん

  月
がつ

  日
にち

受講者
じゅこうしゃ

氏名
しめ い

                   （自署
じしょ

サイン
さ い ん

） 

（在留
ざいりゅう

カード
か ー ど

等
とう

に記載
きさ い

されている氏名
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を正確
せいかく
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願
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います。） 

修 了
しゅうりょう

試験
しけ ん

問題
もんだい

の漢字
かん じ

に「ひらがな」によるルビ
る び

についてどちらかに◯をしてください。 

希望
きぼ う

します    必要
ひつよう

ありません 


